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本プロポーザルの実施に際して配布する書類および様式一覧 

 

【本書類】・・・・・・・・・・・募集要項 (※手続き概要編) 

 

【別紙１】・・・・・・・・・・・仕様書 (※業務内容編) 

【別紙２】・・・・・・・・・・・提出書類作成要領 

  【別紙３】・・・・・・・・・・・選定要領  

 

《別表１》・・・・・・・・・・・選定表 

 

（第１－１～１－３号様式）・・・参加資格確認申請書、委任状、辞退書 

（第２号様式）・・・・・・・・・質問書 

  （第３号様式）・・・・・・・・・提案者の業務実績等 

（第４－１、４－２号様式）・・・業務実施体制 

（第５号様式）・・・・・・・・・予定技術者の経歴等 

（第６号様式）・・・・・・・・・予定技術者の業務実績 

（第７号様式）・・・・・・・・・企画提案書表紙 

（第８号様式）・・・・・・・・・提案用紙例（業務実施方針、工程等） 

（第９号様式）・・・・・・・・・提案用紙例（具体的提案等） 

 

［参考資料①］・・・・・・・・・参加申請時提出書類一覧 

［参考資料②］・・・・・・・・・企画提案時提出書類一覧 

［参考資料③］・・・・・・・・・プレゼンテーション細目 

 

 

スケジュール概要（予定） 

（１）募集開始（ＨＰ公表）      ２月１６日（水） 

（２）質問書の受付〆切        ２月２１日（月） 

（３）質問書に対する回答（ＨＰ公表） ２月２４日（木） 

（４）参加資格確認申請〆切       ２月２８日（月）※欠格のみ後日電話連絡後文書発送 

（５）企画提案資料提出〆切      ３月１０日（木） 

（６）プレゼンテーション参加案内   ３月１４日（月）※電話後文書発送 

（７）プレゼンテーション       ３月１８日（金）   

（８）選定結果の通知         ３月 下旬予定 ※電話後文書発送 

（９）仕様調整、見積書提出      ３月 下旬予定  

（10）契約締結            ３月 下旬予定  

 

 ※持参、提出、問い合わせ等は、土日祝除く平日９時～１７時のみ（以下、「開庁日」という）。 

  

別ファイル

参照 
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鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業 
モニタリング支援等業務  募集要項 

 

１ プロポーザルの目的 

 本業務は、「鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業」において発生する諸

業務について、契約相手方事業者の計画を確認するとともに、その施工状況等や管理状況が、

先の契約書関連一式や提案書、要求水準書等を満たしているか確認し、専門的見地からの助

言等を迅速確実に行うモニタリング支援を外部コンサルタントに委託する業務である。 

このモニタリング支援等業務を円滑に遂行するために、全国の同様や類似の事例実績、官

民連携についての専門的な技術の蓄積や建築設計に関する資格や経験等を有し、整備運営事

業にかかる専門的かつ適切な確認・助言等を実施できる事業者を選定することを目的として

プロポーザルを実施する。 

 

２ 委託業務の内容 

（１）業務名 

 鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業モニタリング支援等業務 

（２）業務内容 

   【別紙１】仕様書 のとおり 

（３）契約期間 

   契約締結日から令和６年３月 31日まで 

   ※現段階では事業契約の締結を令和４年３月予定と想定。 

（４）契約限度額 

   ￥13,893,000円（消費税額及び地方消費税額 10％を含む。） 

（５）支払方法 

本業務は、令和３年度を当初年度とする３ヶ年（令和３年度～令和５年度）にわたるため、 

債務負担契約とする。このため、年度支払額は、令和４年度分は予算額を上限として出来高によ

り支払うこととし、令和５年度分として、その残額分を支払うものとする。 

 

３ 委託契約の方法 

（１）委託方法 

   公募型プロポーザル方式による随意契約 

（２）契約の相手方の選定 

   公募により企画提案を募集し、その内容を審査して優秀な提案者１者を選定し、随意契約の

相手方候補とする。 

（３）契約の根拠 

   地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の２第１項第２号 

 

４ 参加資格に関する事項 

  参加資格確認申請書提出日から、下記９（３）のプレゼンテーションまでの期間において、次の

いずれにも該当しない者とする。 

① 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４に規定する者 

② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第 32条第１項 

各号に掲げる者 

③ 三重県からの入札参加資格（指名）停止を受けている期間中である者 

④ 三重県物件関係落札資格停止要綱（平成 19年４月１日施行）により、落札資格停止措置を受
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けている期間中である者または同要綱に定める落札資格停止要件に該当する者 

⑤ 三重県税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者 

 

５ 参加資格申請書の提出等 

  当プロポーザルに参加しようとする者は、企画提案書の提出に先立ち、次のとおり申請書を作

成し提出すること。 

（１）提出を求める申請書及び提出部数 

   参加資格確認申請書（第１－１号様式）・・・・・１部 

※必要な添付書類については、同様式に記載のとおり 

（２）提出期限  令和４年２月 28日（月）17時必着 

（３）提出先 

〒514-8570 三重県津市広明町 13番地 三重県庁７階 

  三重県教育委員会事務局 社会教育・文化財保護課 社会教育班 宛 

（４）提出方法 

  参加資格確認申請書は、持参又は郵送で提出してください。 

※電子メール、ＦＡＸによる提出は受け付けません。 

    

６ 質問の受付及び回答 

（１）受付期間  募集開始日～令和４年２月 21日（月）17時必着  

（２）提出方法 

本業務に関する質問は、必ず電子メールにて行い、質問書（第２号様式）のみを添付して送信

し、一定時間経過後、電話による受信確認（開庁日のみ）を行うこと。なお、電話はメール送受

信に関する用件のみとし、質疑相談等は行わないこと。 

※送信先（メールアドレス）： shabun@pref.mie.lg.jp  

※メール件名に、「 【モニタリング質問】 」と入れること。 

※電話番号： 社会教育・文化財保護課 社会教育班 059-224-3322 

 

（３）質問に対する回答 

令和４年２月 24日（木）17時までに全ての質問について、三重県ホームページに掲載する。 

 

７ 企画提案参加予定者の資格審査及び結果通知 

（１）企画提案参加予定者の資格審査 

提出された「参加資格確認申請書（第１－１号様式）」により、上記４「参加資格に関する事

項」の有無について誓約いただいた諸条件につき、事後確認を行う。 

（２）資格審査の結果通知 

資格審査の結果は、申請者の参加資格がないと認めた場合のみ、速やかに該当申請者あてに

電話連絡を行い、同日文書発送する（予定）。 

 

８ 企画提案書等の提出 

（１）提出期間等 

ア 提出期限 令和４年３月 10日（木）17時必着 

イ 提出場所 上記５（３）に同じ 

ウ 提出方法 郵送又は持参すること。 

※企画提案書提出を辞退する場合には、第１－３号様式を提出すること 

（２）企画提案書等（参考見積書含む）の内容及び提出部数 

mailto:shabun@pref.mie.lg.jp
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企画提案書等は、仕様書【別紙１】、提出書類作成要領【別紙２】、［参考資料②］等を熟読し

作成、各 10部提出すること。 

 

９ 最優秀提案者の選定 

（１）企画提案書等を審査する選定委員会 

本募集要項等に基づき提出された企画提案書等の審査を行うため、提案者によるプレゼンテ

ーションを実施し、別に設置する「鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業モニタリ

ング支援等業務公募型プロポーザル選定委員会」（以下、「選定委員会」という。）において、総

合的に評価し、最優秀提案者を選定する。 

（２）多数の企画提案があった場合 

企画提案書の提出事業者が３者を超えた場合には、選定委員会において、提出された企画提

案書の書面審査を行い、優秀提案者を上位３者に絞るものとする。 

なお、書面審査を実施した場合には、結果について、下記（３）のプレゼンテーションまでに

各提案者（担当者）あて電話連絡し、同日文書発送を行う。 

※上位３者にかかるプレゼンテーション日時等詳細情報についても、この時に連絡する。 

ただし、企画提案書の提出事業者が３者以下であった場合には、上記の書面審査は実施しな

い。 

（３）プレゼンテーションの実施 

プレゼンテーションは３者以下で行い、選定委員会の審査により最優秀提案者を選定する。 

なお、概要は以下のとおり。 

ア 日時  令和４年３月 18 日（金）（予定） 

イ 場所  三重県庁内の会議室（予定） 

ウ 時間  提案者ごとに時間を設定のうえ別途連絡を行う 

エ 人数  入室は１提案者につき３人以内 

オ 説明者 当該事業を受託した場合の統括責任者を主たる説明者とすること 

カ 時間  35分以内（提案説明 20分以内、質疑応答 15分程度を予定） 

キ その他 プレゼンテーションは事前に提出した企画提案書による説明とする 

（パソコン機器などの使用は不可） 

（４）評価項目 

企画提案書等の評価項目及び配点等は 以下のとおり。 

ア 業務実績        25／100 

イ 配置予定者・実施体制等 15／100 

ウ 業務工程・企画内容   50／100 

エ 表現発信能力       5／100 

オ 経済性          5／100 

※評価配点基準詳細については、選定要領【別紙３】、《別表１》を参照。 

 

（５）選定委員会において必要があると判断した場合には、補足資料の提出を求めることがある。 

（６）委員評点（満点）の 60％未満の企画提案については選定しない。 

（７）企画提案書の提出者が１者となった場合も、前項の基準同様とし、満たない場合は最優秀提

案者を選定しない。 ※【別紙３】選定要領第３条参照 

（８）選定結果については、速やかに、プレゼンテーションを実施した各提案者に対して文書にて

通知する。 

（９）新型コロナウイルス感染症対策防止等について、下記のことについて留意すること。 

・必ず体温測定を行ったうえで参加すること（発熱、咳等の症状がある場合は参加不可）。 
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・必ずマスクを持参、着用の上、参加すること。 

・会場入口の手指消毒液にて、手指の消毒を行うこと。 

・スマートフォン「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」を活用および会場における

「安心みえる LINE」の QRコードの読込を行うこと。 

・県外在住者は、当該都道府県の移動に関する方針等に十分留意し、対応すること。 

・14日以内に海外訪問歴がある場合は、参加できない。 

・本プレゼンテーションで感染が発生した場合、保健所の聞き取り等の協力を行うこと。 

 ・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、プレゼンテーションを書面またはオンライン開催に

切り替える場合がある（この場合、前日までに事務担当から電話連絡予定）。 

  

１０ 無効となる提案 

次のいずれかに該当するときは、その者の参加及び提案は無効とする。 

（１）企画提案に参加する資格がない者が提案したとき。 

（２）提案者が本プロポーザルに対して２以上の提案をしたとき。 

（３）提案者が他人の提案の代理をしたとき。 

（４）参加に際して事実に反する申込みや提案などの不正行為があったとき。 

（５）参考見積書の金額又は重要な文字を訂正したとき。 

（６）提出書類が提出期限を越えて提出されたとき。 

（７）その他、あらかじめ指示した事項に違反したとき及び提案者に求められる義務を履行しな  か

ったとき。 

 

１１ 契約の締結 

委託者は、三重県会計規則第 65条第３号の規定により作成された予定価格の範囲内で、業務委

託候補者に選定された最優秀提案者と、速やかに契約のための諸条件や仕様内容の確認調整を行

い、最優秀提案者は、追って委託者が指示をする期間内に上記２（４）「契約限度額」の範囲内に

よる見積書を提出すること。 

また、上記９による最優秀提案の次点の提案者に対しては、最優秀提案者が契約に際し不具合、

事故等あるときは、契約交渉相手として委託者から連絡することがある。 

なお、上記４による参加資格に関する諸条件は、契約に際しても同様に確認を行うものとする。 

（１）契約書の作成の要否 「要」 

（２）契約締結時期  令和４年３月下旬（予定） 

（３）契約にあたっての主な留意事項 

  ア 契約保証金は、契約金額の 100分の 10以上とする。ただし、三重県会計規則第 75 条第４

項各号のいずれかに該当する場合は免除できるものとする。なお、同条同項第３号に該当す

る場合は、過去３年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、当該契約を履行

した実績の有無を示す証明書を提出すること。 

イ 契約締結にあたっては、下記の書類を各１部提出すること。 

  ①消費税及び地方消費税についての「納税証明書（その３・未納税額のない証明用）（有 

料）」（所管税務署が企画提案資料提出期限の６ヶ月前までに発行したもの）の写し 

②三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては「納税確認書」（三重県の県 

税事務所が企画提案資料提出期限の６ヶ月前までに発行したもの（無料））の写し 

（４）契約書は２通作成し、委託者及び受託者の双方が各１通を保有する。なお、契約金額は見積書

に記載された金額の 100 分の 110 に相当する金額とし、契約金額の表示は、消費税等を内書き

で記載するものとする。 

（５）契約は、三重県教育委員会事務局社会教育・文化財保護課において行う。 
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１２ 監督及び検査 

契約条項の定めるところによる。 

 

１３ 契約代金の支払方法、支払時期等 

上記２（５）及び契約条項の定めるところによる。 

 

１４ 手続きにおいて使用する言語及び通貨 

言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法（平成４年法律第 51号）による。 

 

１５ 個人情報の取り扱いに関する罰則事項 

  個人情報を取り扱う場合、委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者等に対して、

個人情報の取扱いに係る関係法令に違反したときは、罰則の適用があるので留意すること。 

 

１６ 暴力団等排除措置要綱による契約の解除 

  契約締結権者は、受託者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第

３条又は第４条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を

受けたときは、契約を解除することができる。 

 

１７ 不当介入に係る通報等の義務及びそれを怠った場合の措置 

（１）通報者の義務 

   受託者が契約の履行にあたって、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等（以下「暴力団

等」という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。 

ア 断固として不当介入を拒否すること。 

  イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。 

  ウ 発注所属に報告すること。 

  エ 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納期等に遅れが

生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、発注所属と協議を行うこと。 

（２）通報を怠った場合の措置 

   発託者は、受託者が上記（１）イ又はウの義務を怠ったときは「三重県の締結する物件関係契

約からの暴力団等排除措置要綱」第７条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に

基づく落札資格停止等の措置を講じる。 

 

１８ その他 

（１）提出された全ての書類は、返却しない。 

（２）提出された提案書類の著作権は応募者に帰属する。ただし、県は受託者の公表等に際し必要

な場合には、提案書類の一部又は全部を提案者の許可なく無償で使用できるものとする。なお、

提出された書類は三重県情報公開条例（平成 11年三重県条例第２号）に基づき、原則として情

報公開の対象となる。 

（３）提案に係る費用（企画提案書の作成、提出、プレゼンテーション等）に要する費用は、すべて

提案者の負担とする。 

（４）提出された書類に虚偽又は不正があった場合その他提案者及びその関係者において不法又は

不正な行為があった場合は、提案を無効とする。 
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１９ 事務担当 

 ○窓口およびセンター担当 

 三重県教育委員会事務局 社会教育・文化財保護課 

住 所：〒514-8570 津市広明町 13 三重県庁７階 

電 話：059-224-3322 

    ＦＡＸ：059-224-3023 

メールアドレス：shabun@pref.mie.lg.jp  

担当者：社会教育班（樋口 増井 植村 ） 

○森公園担当 

  三重県県土整備部 都市政策課 

住 所：〒514-8570 津市広明町 13 三重県庁４階 

電 話：059-224-2706 

    ＦＡＸ：059-224-3270 

メールアドレス：toshiki@pref.mie.lg.jp  

担当者：街路・公園班（吉岡 嵯峨 髙倉 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shabun@pref.mie.lg.jp
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【別紙１】 

 

鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業 

モニタリング支援等業務委託 仕様書 

 

１  業務の概要等 

（１）業務の名称 

鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業モニタリング支援等 

業務委託（以下、「本業務」という。） 

（２）業務期間 

契約締結日から令和 6年 3月 31日まで 

（３）対象施設 

   県立鈴鹿青少年センター（青少年教育施設、以下「センター」という。） 

 ※教育委員会所管（現指定管理者：公益財団法人三重県スポーツ協会） 

県営鈴鹿青少年の森（都市公園、以下「森公園」という。） 

 ※県土整備部所管（現指定管理者：三重県森林組合連合会） 

（４）施設の概要 

◎センター 

・昭和 60年開設 

・管理研修棟、宿泊サービス棟、体育館など（3階建、一部 2階建、RC造） 

・敷地面積：約 2万㎡、建物面積：約 3,500㎡、床面積：約 6,400㎡ 

・宿泊定員：368名（16人部屋、8人部屋など、和室、洋室あり） 

※センターは、集団宿泊体験ができる青少年教育施設として、小中高等学校および特別支援学

校が利用するほか、部活動やスポーツ大会関連での大学利用や、ボーイスカウトほか各種団

体・企業がイベント等で利活用されている。 

◎森公園 

・昭和 47年供用開始 

・芝生広場、多目的グラウンド、キャンプ場、池、アスレチック、遊歩道など 

・総面積：51.3ha 

※森公園は、青少年が自然の中でスポーツや屋外活動に親しみ、団体活動を通じて社会連帯意

識を強めることで、豊かで健康に育成するための総合公園である。 

 

２ 業務の目的 

本業務は、鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業（以下、「本事業」という）

において、令和 4年 1月 11日に落札決定をした事業者が、PFI事業及び Park-PFI事業（以下、

「PFI等事業」という。）を進めるにあたり、業務期間内に三重県（以下、「県」という。）が行

う必要がある PFI等事業に関連するモニタリング業務において専門的視点から支援を行い、PFI

等事業者に業務内容を履行させ、円滑な事業の推進を図ることを本業務の目的とする。また、

本事業の安定性、継続性を確保するため県と金融機関が締結する予定の直接協定について、円

滑な締結に向けて必要な支援を行うことも目的とする。 
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なお、本事業の[概要 経緯 今後の予定等]については、 

県ホームページ - 社会教育全般 

   < https://www.pref.mie.lg.jp/common/04/ci400002389.htm > 

の入札説明書公表（R3.8.20）などを確認すること。 

 

３ 業務の内容 

（１）直接協定締結支援 

本事業に関して、県と金融機関が締結する予定の直接協定書について、本事業及び県の状

況を踏まえて検証（法的確認を含む）を行い、締結に向けて必要となる技術的支援を行う。 

（２）モニタリング支援 

①センター設計モニタリング支援（概ね令和 4年度） 

 ・要求水準達成計画書の確認支援 

 ・要求水準達成報告書（セルフモニタリング）の確認支援 

 ・設計業務計画書の確認支援 

 ・設計図書等の確認支援 

   要求水準書等、事業者提案、事業契約等を満たしているかの確認及び満たしていない場

合の PFI等事業者との調整または改善案の提案等 

 ・PFI等事業者との打合せ会議協議会への出席 

   協議会資料の作成および会議参加、助言等の技術的支援 

（※流行性感染症対策のためＷｅｂ会議となる場合を含む） 

②センター建設モニタリング支援（概ね令和 5年度） 

   ・要求水準達成計画書の確認支援 

   ・要求水準達成報告書（セルフモニタリング）の確認支援 

   ・建設業務計画書の確認支援 

   ・工事監理報告書の確認支援 

・各段階における現場確認支援 

  工事の主要な工程や段階において、工事現場にて建設業務の履行状況の確認支援を行う

とともに、不備等がある場合には県に助言を行うものとする。 

 ・PFI等事業者との打合せ会議協議会への出席 

（※流行性感染症対策のためＷｅｂ会議となる場合を含む） 

③森公園特定公園施設設計モニタリング支援（令和 4年度前半を想定） 

・要求水準達成計画書の確認支援 

 ・要求水準達成報告書（セルフモニタリング）の確認支援 

 ・設計業務計画書の確認支援 

 ・設計図書等の確認支援 

 ・PFI等事業者との打合せ会議協議会への出席 

（※流行性感染症対策のためＷｅｂ会議となる場合を含む） 

④森公園特定公園施設建設モニタリング支援（令和 4年 8月以降を想定） 

・要求水準達成計画書の確認支援 

https://www.pref.mie.lg.jp/common/04/ci400002389.htm
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   ・要求水準達成報告書（セルフモニタリング）の確認支援 

   ・建設業務計画書の確認支援 

   ・工事監理報告書の確認支援 

・各段階における現場確認支援 

 ・PFI等事業者との打合せ会議協議会への出席 

⑤管理運営モニタリング支援（森公園） 

・Park-PFI特定公園施設エリア（令和 4年度後半から 5年度） 

・森公園エリア（令和 5年度） 

 ※（３）のモニタリング実施要領②～④に適宜フィードバックすること。 

⑥開業準備モニタリング支援 

（３）モニタリング実施要領作成 

次の①～④の各モニタリング実施要領を、県が必要となる時期までに整えること。 

①PFI事業（センター建設編） 

  ②PFI事業（センター運営指定管理編） 

  ③PFI事業（森公園運営指定管理編） 

  ④Park-PFI事業（森公園公募対象公園施設） 

（４）その他 

①本業務の全体あるいは個別業務の内容や進め方などにつき、受託者は全国先進事例や専門知

識、実績経験事例に基づく提案助言、各種資料作成支援等を行うものとする。 

②受託者は、県や PFI等事業者との定期的な会議（全体定例会、連絡協議会、設計分科会等。

毎月 2～3回程度を想定）または臨時の打合せに参加（鈴鹿市内または津市内での実地参

加、もしくは Web参加）して、必要な助言を行うとともに、会議や打合せを踏まえた課題等

の整理及び報告書を作成し提出するものとする。 

③PFI等事業者のスケジュール、進捗管理は県が行うものであるが、各段階において遅延の可

能性がある場合には県に助言を行うものとする。また、PFI等事業者と締結した各協定・契

約の条件や仕様変更が発生した場合には確認、支援を行うものとする。 

 

４ 業務に必要な手続き 

（１）業務の着手                                 

本業務の受託者は、契約締結後速やかに着手届を提出のうえ、14日以内に業務に着手しな

ければならない。この場合において業務着手とは、受託者が業務の実施のために、監督員

（県教育委員会事務局社会教育・文化財保護課職員および県県土整備部都市政策課職員を予

定）との打合せを開始することをいう。 

（２）業務条件と業務体制 

①受託者は、本業務を適正かつ円滑に実施するため、統括責任者、担当技術者、照査技術者を

配置すること。 

②統括責任者は、契約の履行に関し業務の管理及び統括を行う者であり、PFI方式によるモニ

タリング業務の経験を有し、建築士法（昭和 25年法律第 202号）に基づく一級または二級

建築士資格を有する者であること。 
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③担当技術者は、本業務を主に担当するものとし、PFI方式による公共施設の新築または修繕

についてのモニタリング業務経験を有する者であること。 

④照査技術者は、成果品や提出物等の内容について技術上の照査を行う者であり、建築士法

（昭和 25年法律第 202号）に基づく一級建築士資格を有する者であること。 

⑤ ②～④の技術者は、それぞれ独立して配置することとする。また、同技術者らは、全て受

託者と直接的な雇用関係にある者とする。 

（３）提出書類 

受託者は、各段階において、次の書面を速やかに提出すること。 

①契約締結後 

ア 着手届 

イ 業務工程表 

ウ 技術者等選任通知書 

エ 協力事務所等通知書（協力事務所がある場合）及び担当者名簿 

オ その他監督員が指示するもの 

②完了時 

ア 完了通知書 

イ 成果物納入届 

ウ 請求書 

（４）支払条件 

部分払 1回以内及び業務完了払  

令和 3年度分 なし 

令和 4年度分 出来高に相当する額 

令和 5年度分 契約金額から上記支払い額を差し引いた金額 

※本業務は、令和 3年度を当初年度とする 3ヶ年（令和 3年度～5年度）にわたるため、債

務負担契約とする。 

※令和 4 年度支払額は、令和 4 年度分として出来高認定できるもののうち予算額を上限と

して支払うことができるものとし、令和 5 年度分として、その残額分を支払うものとす

る。 

 

 

（５）成果物と著作権 

成果物は、以下のとおりとする。なお、成果物の著作権は三重県に帰属するものとし、受託

者は監督員が指示し、これを承諾した場合には履行期間途中においても成果物の部分引渡し

を行わなければならない。 

・業務報告書（全業務完了時）   2部（A4版） 

・業務報告書（年度ごと）     2部（A4版） 

・議事録             2部（A4版） 

・その他必要な資料        2部 

・上記の電子データ        2部（CD-R等） 
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（６）中間・完了検査（令和４年度末時点で成果物等を提出し、中間検査を行う。） 

検査日時及び場所は、受託者から完了通知書が提出された後に検査員が決定する。受託者

は、検査日時までに、あらかじめ成果物その他検査に必要な資料を準備し、監督員に提出し

ておかなければならない。 

 

５ その他留意事項 

（１）契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承してはならない。ただし、委託

者の書面承諾を得た場合はこの限りではない。 

（２）受託者は、本仕様書等に基づき作業が完了した後、委託者による納品検査を受けるが、この

検査において成果品に不備な点や瑕疵が発見された場合は、速やかに自己の負担において指

定期日までに成果品を修正し、委託者による再検査を受けなければならない。また、検査終

了後においても、成果品に不備な点が発見された場合は、受託者は同様の処置をしなければ

ならない。 

（３）本業務遂行に際して知り得た情報については、事前に書面による承諾を得ることなく、他の

目的での利用及び第三者若しくは本業務に携わる人員以外に開示、漏えいしてはならない。 

（４）本業務に関する詳細については、本仕様書および企画提案内容を基本にして、最優秀提案者

と調整し締結する契約書の定めによるものとする。 

（５）諸般の事情により、県が必要と認めるときは、協議の上、契約の内容を変更することがあ

る。この場合において業務委託料または履行期間を変更する必要があるときは協議により定

めるものとする。 

（６）本業務の成果品は、すべて県に帰属するものとし、受託者は県の承諾なく成果品を第三者に

公表、貸与及び使用させてはならない（受託者が本業務のために作成した各種資料等の著作

権は、県に帰属するものとする）。なお、県に組織改正による変更があった場合は、その著

作権は変更後の組織に、組織の解散があった場合には、県に帰属する。 

 

●適用図書 

 ・設計業務等共通仕様書（三重県）【平成 27年 11月制定】（最新改訂 R1.11.1） 

・三重県公共工事共通仕様書（三重県）【令和 2年 8月制定】 

●業務条件 

・設計業務等の業務環境改善に向けた取組み（ウィークリー・スタンス）の対象業務とする。（三重県ＨＰ

「三重県の公共事業情報」を参照） 

●その他 

・業務における新型コロナウィルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書を適用（三重県 HP「三重県

の公共事業情報」を参照 ） 
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【別紙２】 

 

鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業 
モニタリング支援等業務に関する 
参加資格確認申請書 および 企画提案書 提出書類作成要領 

 

 

１ 全般的な事項 

(1) 原則、Ａ４判横書き、左綴じ（ホチキス留め）、両面印刷、カラー印刷とすること。 

(2) 文字の大きさは、12 ポイント以上とすること。（図面、図表等は除く） 

(3) ページ番号は表紙、目次、あい紙を除き、通し番号を各ページの下部に印字すること。 

(4) 専門的な知識を持たない者でも理解できるよう、極力平易な表現で記載すること。な

お、理解しにくい用語や専門用語は、脚注を付記すること。 

(5) 参加資格確認申請書、企画提案書等の書類を受理した後は、加筆、訂正、差し替え等

は不可とする。 

 

２ 企画提案書提出方法 

(1) プレゼン時に使用する企画提案書本体（第８号様式、第９号様式）は、表紙（第７号

様式※名簿登録された社名（支店名等）、代表者名を記載の上、代表者印を押印）を付

けＡ４版でとりまとめ、セットで綴じ、時間内にプレゼンできるよう構成を考え提出す

ること。 

  ※プレゼンテーションは企画提案書（紙）を用いて行うものとし、パソコン、スライ

ド等の機器使用は不可とする。ただし、オンライン開催時はこの限りでなく、別途

指示する。 

(2) その他企画提案時に提出する様式（第３号様式～第６号様式）は、それぞれの様式毎

に添付書類を付け、それぞれの様式毎にＡ４版でとりまとめ、提出すること。 

 

３ 企画提案書提出時の各様式 

(1) 第３号様式（提案者の業務実績等） 

①過去５年間（平成28年度以降）に受託した同種あるいは類似※する業務実績につい

て、最大４件まで記載すること。 

※同種とは「都市公園および文教体育施設の整備運営事業モニタリング支援等業務」、

「都市公園の整備運営事業モニタリング支援等業務」、「文教体育施設の整備運営

事業モニタリング支援等業務」、「既存公共施設改修事業モニタリング支援等業務」

などを指し、類似とは「文教体育施設の設計業務」、「都市公園又はパーク PFI施設

の設計業務」などを指す。 

②同種業務実績を優先して記載すること。 

③「都市公園」および青少年教育施設・文化施設・スポーツ施設などの「文教体育 

施設」の両ジャンル同種業務実績を有する場合、加点する。 

④業務実績は「契約書（写）の抜粋」のほか、業務内容を判断することのできる 
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「内訳書あるいは仕様書の該当部分（写）」等も厳選の上、提出すること。 

 

(2) 第４号関係様式（業務実施体制） 

①本業務に配置予定の統括責任者、担当技術者、照査技術者について、氏名、所属及び

分担業務を記載すること。 

②共同事業体は認めない。 

③提出者以外の企業等に所属する者を予定技術者として配置しようとする場合は、その

者が所属する企業名等を所属記載欄に明記すること（第４－１号様式、第４－２号様

式）。 

④業務の一部を再委託する場合、業務分担の内容について記載すること（第４－２号様

式）。 

 

(3) 第５号様式（予定技術者の経歴等） 

①配置予定の統括責任者、担当技術者、照査技術者について作成すること。 

②平成28年度以降に受託した同種あるいは類似する業務実績について、最大３件まで記

載すること（同種業務実績を優先）。なお、同種あるいは類似する業務実績の定義に

ついては、上記４（１）①を参照のこと。 

③保有資格については、予め評価に反映するための点数化した表等はないが、業務全体

から鑑みて有用と思われる資格については、評価判定上有利となる場合もある。な

お、記載した資格については、証明する書類（写）を添付すること。 

④その他業務記載欄⑥については、本業務に直接関連しない、あるいは関連が低く記載

欄⑤には挙げなかったその他の業務について、その業務概要を記載すること（例：○

○年度、○○市発注、○○業務、主な自分の役割、など・・・）。 

 ⑤照査技術者は、業務経歴記載欄⑤およびその他業務記載欄⑥について記入を要しな

い。 

 

(4) 第６号様式（予定技術者の業務実績） 

①第５号様式中の「⑤経歴」に記載した業務について、具体的かつ簡潔に記載するこ

と。 

②一業務ごとに一枚作成すること。 

③照査技術者については作成を要しない。 

 

(5) 第７号様式（企画提案書表紙） 

①名簿登録された社名（支店名等）、代表者名を記載の上、代表者印を押印し、企画提

案書一式の表紙として使用すること。 

 

(6) 第８号様式（業務実施方針、工程、計画管理等） 

①本事業の目的及び委託者が現在認識している諸課題を踏まえて作成すること。 

②業務の実施方針、工程および計画管理等について具体的に記載すること。 
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(7) 第９号様式（業務に対する具体的提案、手法等） 

①本事業の目的及び委託者が現在認識している諸課題を踏まえて作成すること。 

②業務実施における着眼点、業務実施方針等を踏まえ、本業務を実施するにあたり技術提

案として提案する項目、手法及びその内容を具体的に記載すること。 

 

４ 参考見積書 

(1) 企画提案書等提出時に同時提出する「参考見積書」は、任意の様式とする。 

※［参考資料②］を参照のこと。 

(2) 参考見積書には内訳を記載すること。 

(3) 見積金額（税抜）については、募集要項記載の契約限度額の範囲内とすること。消費

税及び地方消費税は１０％として見込むこと。 

なお、プレゼンテーション実施後、選定された最優秀提案者と仕様の調整を行い、契

約用の正式見積書を徴するが、仕様の調整がなければ参考見積書の価格を正式見積書の

価格とする。 
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【別紙３】 

 

鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業 

モニタリング支援等業務 公募型プロポーザル選定要領 
 

 

（目的） 

第１条 この要領は、鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業モニタリング

支援等業務を委託する者の決定に当たり、公募型プロポーザルにより提案のあった企画

提案資料の選定方法について、必要な事項を三重県教育委員会事務局調査委託企画提案

コンペ取扱指針第５関係の規定に基づいて定めるものである。 

 

（選定業務） 

第２条 鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業モニタリング支援等業務公

募型プロポーザル選定委員会（以下「選定委員会」という。）は以下の各項により選定業

務を行う。 

２ 提出された各企画提案資料については、各委員により「選定表《別表１》」に基づき書

面審査（第一次審査）を行い、採点の総合計点数により、高得点のものから順番に  ３

件を優良提案とする。 

  ただし、提出された企画提案資料が３件以下の場合にあっては、これを省略することが

できる。 

３ 優良提案に選定されたものの選定もしくは前項ただし書きの場合にはプレゼンテーシ

ョン（第二次審査）を実施し、「選定表《別表１》」に基づき、最優秀提案を選定する。 

 

（選定評価） 

第３条 選定評価（配点）については、以下の各項により行う。 

２ 選定は「選定表《別表１》」に基づく５段階（高評価は５点とする）の絶対評価とする。 

３ 「選定表《別表１》」の評価点欄で、１点があった企画提案については選定しない。 

４ 委員評点（満点）の６０％未満の企画提案については選定しない。 

５ １者参加の場合においても、前項の基準同様とし、満たない場合は最優秀提案者を選定

しない。 

６ 各委員の採点の総合計点数が同点の場合は、出席委員の採決により決定する。 

なお、同数の場合は、委員長が決定する。 

 

（プレゼンテーションの実施） 

第４条 プレゼンテーションについては、「プレゼンテーション細目［参考資料③］」により

行う。 
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《別表１》（選定表）

　企画提案事業者名：

委員名 選定日 ㊞

業務工程、
遂行計画等
（主に手続
き面）

企画提案内
容（主に事
業本体の企
画内容面）

表現発信能力

仕様書記載業務に対する理解度、企画提案資料の
表現力や見易さ、また、プレゼンテーション時に
おける提案力・発信力の高さなど表現力全体を鑑
み、本県と複数年に亘り官民連携事業を共に行っ
ていくパートナーとして相応しいか。

　　　点

×1

/  5点

業務工
程・企
画内容
（第
８・９
号様
式）

経済性

　　　点

×5

/25点

　　　　鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業
　　　　　モニタリング支援等業務　公募型プロポーザル選定委員会にかかる選定表

評価項目

業務実績
（第３号様式）

配置予定者、実施体
制等

（第４～６号様式）

　　　　　　　　　　　　　 集計確認令和４年　　月　　日

提案事業者が、本業務と同種・類似（同種優先、
両ジャンル実績保有加点あり）の実績を有してお
り、そのノウハウ・経験を本業務に活かせる可能
性が高いか。

配置予定者が、本業務の仕様、または自社が提案
する内容に関連する実績等を十分に有しており、
そのノウハウ・経験を本業務に活かせる可能性が
高いか。

　　　点

合　計
/ 100点

　　　点

×5

/ 25点

小　計審査基準 5段階
（1,2,3,4,5)

評価点

加重

×3

/15点

　　　　　　　　　　　　　　　最低価格
　経済性評価方法　＝　５点 × --------
　　　　　　　　　　　　　　　提案価格

　　　　　　　※小数点２位以下は切り捨て

 /  5点

仕様書に記載する、現在想定している一連の業務
の内容において、分かりやすく明確な業務方針や
タスク管理による、無理のない業務工程・計画と
なっているか。

　　　点

×5

/25点
仕様書の「３　業務の内容」に記載する各項目ご
とに記載されているか。
また、センター及び森公園の整備運営事業者の設
計・施工状況や管理状況が、契約書関連一式や提
案書、要求水準書等を満たしているかどうかにつ
いて、専門的かつ第３者的な視点から確認・助言
する方法を具体的に記載しているか。

本プロポーザル
最低価格（税抜）\　　　-
_________________________

●●社
提案価格（税抜）\　　　-
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［参考資料①］ 

 

鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業 

モニタリング支援等業務 参加資格確認申請時提出書類一覧 

 

 

【参加資格確認申請時】 

提出書類 様式 部数 留意事項（様式中の注記も参照のこと） 

1 参加資格確認申請書 第 1号様式 1部 

・代表者印又は契約代理人印を押したもの 

※委任状が必要な場合、添付資料が必要な場

合あり 

※納税確認について、参加申請時点では証明書による確認は行わないが、契約締結時には

未納でないことの証明書の提出を求めるため、参加資格確認申請時で確認しておくこと。 

 

【質問提出時】 

提出書類 様式 部数 留意事項（様式中の注記も参照のこと） 

1 質問書 第 2号様式 1部 
・質問欄は適宜サイズ変更可 

・提出はメール添付のみ（要電話確認） 
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［参考資料②］ 

 

鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業 

モニタリング支援等業務 企画提案時提出書類一覧 

 

【企画提案提出時】 

No. 提出書類 様式 部数 留意事項（様式にも記載あり） 

1 
提案者の業務実績

等 
第 3号様式 

10

部 

・業務実績は最大４件まで提出可（実績毎に

契約書など厳選して添付すること） 

・別途、会社概要もあれば参考までに提出を

求む（パンフレット等で可） 

2 業務実施体制 
第 4-1号 

様式 

10

部 
・再委託ありの場合、第 4-2号様式も提出 

3 
予定技術者の経歴

等 
第 5号様式 

10

部 

・記載した資格について証明する書類(写)添

付 

4 
予定技術者の業務

実績 
第 6号様式 

10

部 

・業務内容（業務名、契約金額、履行期間等）

及び業務概要、技術的特徴等、業務担当内

容については、具体的かつ簡潔に記載する

こと 

5 企画提案書表紙 第 7号様式 
10

部 
・正本１部＋副本(白黒ｺﾋﾟｰ)９部 

セ
ッ
ト 

6 
業務実施方針、工

程、計画管理 
第 8号様式 

10

部 

・様式自由、Ａ４サイズ 

・第 8･9号様式併せて 10枚以内 
7 

業務に対する具体

的提案、手法等 
第 9号様式 

8 参考見積書 任意 
10

部 

・三重県教育長あて 

・全て税抜き金額で記載すること 

・内訳金額（項目任意）を記載すること 

・住所、事業者名および代表者名を記載 

※ 

 

見積書 

 

※最優秀提案者が 

後日提出 

任意 1部 

・三重県教育長あて 

・全て税抜き金額で記載すること 

・内訳金額（項目任意）を記載すること 

・住所、事業者名および代表者名を記載 

・代表者印を押したもの 

・封入未開封（封筒表面に業務名・社名・代表

者名を記載し、代表者印を押

印） 
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［参考資料③］ 

鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業モニタリング支援等業務 

公募型プロポーザルにかかる プレゼンテーション細目 

 

１ 日程 令和４年３月１８日（金）（予定） 

 

２ 場所 三重県庁 ７階 第１会議室（予定） 

 

３ 時間（想定） ※３者の場合 

（1）Ａ提案者 １３時１５分～１３時５０分 ※控室（県庁７階 行政相談室 予定） 

（2）Ｂ提案者 １３時５０分～１４時２５分 ※控室（同上） 

（3）Ｃ提案者 １４時２５分～１５時００分 ※控室（同上） 

 

４ その他留意事項等 

 ・プレゼンテーションは３者以下で行う。 

 ・時間配分＝各３５分（説明２０分以内、質疑応答１５分程度）とする。 

 ・説明は、基本、様式３～９（実績・体制等→企画内容）の順で行うものとし、制限時間（２０分）

を超えないよう時間配分には留意すること。なお、制限時間を経過した時点で主催者側から説

明を打ち切るものとする。 

・県庁内に控え室を準備（県庁７階 行政相談室 予定）するので、各事業者とも開始時間５分前

までに控え室に入室しておくこと。 

・プレゼンテーション実施場所（上記２の場所）への入室は各事業者３名以内。 

・説明者は本事業を受託した場合の統括責任者を主たる説明者とすること。 

・プレゼンテーションは事前提出書類での説明とし、機器等の使用は不可とする。 

 ・プレゼンテーションへの参加依頼兼日程等の通知は別途行う。 

・選定結果については、各提案事業者に対し電話連絡を行い、後日文書で通知する。 

 

※新型コロナウイルス感染症対策防止等について、下記のことについて留意すること。 

・必ず体温測定を行ったうえで参加すること（発熱、咳等の症状がある場合は参加不可）。 

・必ずマスクを持参、着用の上、参加すること。 

・会場入口の手指消毒液にて、手指の消毒を行うこと。 

・スマートフォン「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」を活用および会場における

「安心みえる LINE」の QRコードの読込を行うこと。 

・県外在住者は、当該都道府県の移動に関する方針等に十分留意し、対応すること。 

・14日以内に海外訪問歴がある場合は、参加できない。 

・本プレゼンテーションで感染が発生した場合、保健所の聞き取り等の協力を行うこと。 

 ・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、プレゼンテーションを書面審査またはオンライン開

催に切り替える場合がある（この場合、前日までに主務課から電話連絡予定）。 

 

５ 事務担当 

   三重県教育委員会事務局 社会教育・文化財保護課 

住 所：〒514-8570 津市広明町 13 三重県庁７階 

電 話：059-224-3322 ＦＡＸ：059-224-3023 

メールアドレス：shabun@pref.mie.lg.jp  

担当：社会教育班 樋口 増井 植村  

mailto:shabun@pref.mie.lg.jp

